
目指す学校教育の実現に向けた取り組み

R6.9.4令和6年度第3回教育政策審議会【参考資料1】
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教育相談担当者

千葉県教育委員会 教育振興部 児童生徒安全課

SSW*2 市SC*1 個別支援
教員

県SC 学習支援
スタッフ

旧学習相談室

教育支援室
SCSV
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豊
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大
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ヶ
丘

増
尾
台 教育相談員や教育相談心理士（臨床心理士・

公認心理師資格を有するカウンセラー）が幼
児，小学生，中学生の教育・子育てに関する
相談活動（進路，不登校，発達全般，親子関
係など）

〇電話相談
・電話相談 ・面接予約

〇面接相談
・心理面接 ・発達検査

教育支援室

不登校児童生徒やその保護者に対し，学習支
援や教育相談，訪問相談を行うことで学校と
家庭以外の居場所として機能し，社会的な自
立につなげる。

〇きぼうの園（旧青少年センター内）
・教員免許を有する指導員配置

〇大津ヶ丘（大津ヶ丘第二小学校内）

〇増尾台（増尾西小学校内）

〇豊四季台（柏第六小学校内）

〇柏たなか（田中北小学校内）

教育支援センター

3-1 安全・安心な居場所づくり 「不登校児童生徒への支援」

柏市教育委員会 学校教育部 児童生徒課（生徒指導班）

*1 SC：スクールカウンセラー
…児童生徒及びその保護者の心の悩み等を中心にカウンセリングを行い，その心の安定を図り，学校教育親展の一助となす

*2 SSW：スクールソーシャルワーカー
…「子どもの最善の利益」を優先し，児童生徒一人一人の生活の質を向上，学ぶ権利の保証とそれを支える学校・地域をつくる

再掲
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高等学校

中学校

小学校
冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，いやなことをいわれる

仲間外れ，集団による無視をされる

軽くぶつかられたり，遊ぶふりして叩かれたり，殴られたりする

ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする

金品をたかられる

金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする

いやなことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする

パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷や嫌なことをされる

その他

いじめの態様

R5.3.31 R5.8.31 R5.12.31

小学校 66.6% 98.6% 99.8%

中学校 74.0% 98.6% 99.8%

高等学校 72.2% 72.2% 100%

解消率

いじめ解消の定義
①被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（イン
ターネットを通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態
が相当の期間継続していること。この相当の期間とは，少なく
とも３か月を目安とする。
②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」より

出典：柏市教育委員会「令和5年度 いじめの状況調査」

近年は全国，柏市ともに
暴力行為が増加傾向

R4 R5

小学校 200件 260件

中学校 24件 51件

3-2 安全・安心な居場所づくり 「教育相談の充実」

追跡調査により，解消率は大幅に向上
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いじめの
定義

当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等，一定の人的関係のある他の児童生徒が行う，心理的又は物理的な影響を与える行為（イン
ターネットを通じて行われるものも含む。）であって，当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

出典：いじめ防止対策推進法

いじめの防止等のために地方公共団体等が実施すべき施策

１. 地方いじめ防止基本方針の策定
国の基本方針を参考に，地方いじめ防止基本方針を定めることが望まし
い

２． いじめ問題対策連絡協議会の設置
いじめ問題対策連絡協議会を設置することが望ましく，その構成員は，地
域の実情に応じて決定

３．第１４条第３項に規定する教育委員会の附属機関の設置
・地域の実情に応じ，附属機関を設置することが望ましい
・この附属機関には，専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図
り，公平性・中立性が確保されるよう努めることが必要

４．地方公共団体等が実施すべき施策
・地方公共団体等として実施すべき施策，学校の設置者として実施すべき
施策
・いじめの未然防止や早期発見等の取組等を教員評価，学校評価に位置付
ける

いじめの防止等のために学校が実施すべき施策

１．学校いじめ防止基本方針の策定
国や地方公共団体の基本方針を参考に，自らの学校として，どのように
いじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方向，取組の内容等
を定める

２．学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
・学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等，組織的な対応を行うため
中核となる常設の組織。必要に応じて，外部専門家（弁護士，医師，警察
OB等）等が参加しながら対応
・いじめに関するささいな兆候や懸念，児童生徒からの訴えを，教職員で抱
え込まずに全て当該組織に報告・相談し，当該組織を中核として組織で対
応

３． 学校におけるいじめの防止等に関する措置
ⅰ）いじめの防止
ⅱ）早期発見
ⅲ）いじめに対する措置

いじめの防止等のための基本的な方針（文部科学省）

柏市いじめ防止基本方針を策定済（令和５年度改訂）

3-2 安全・安心な居場所づくり 「教育相談の充実」
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報告・相談プラットフォーム

「STANDBY」

【令和５年度実績】
・３００件を超える相談，２，０００件を超えるチャット数
・令和６年度より，相談業務の委託を実施

こころとからだのWEB健康観察・アンケートアプリ

「シャボテンログ」

↑児童生徒の回答

教師用管理画面→

出典：スタンドバイ株式会社ホームページより 出典：経済産業省「未来の教室～learning innovation～」より

3-2 安全・安心な居場所づくり 「教育相談の充実」

児童生徒がいじめ等で悩んでいるときに，スマートフォン
やタブレットの「STANDBY」アプリから，自治体や学校が
設けた専門の相談員に匿名で報告・相談できるもの。いじめ
等の問題について，早期発見・早期対応ができる。
市内小5～高3までの児童生徒が登録済み。

シャボテンログは，児童生徒が毎日または定期的なアン
ケートに回答することで，子どもが自身の自己管理能力を高
めることや，学校が子どもの不調を予見することを目指した
もの。
文部科学省でも推進されており，実施校は年々増加してい

る。導入については，趣旨について学校長から賛同いただい
て学校から実施している。
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3-3 安全・安心な居場所づくり「子どもの居場所」

（各年5月1日時点）

（各年5月1日時点）

（各年5月1日時点）

全児童数の推移

入所保留児童数の推移
年々増加

こどもルームの入所児童数と利用率の推移
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放課後子ども教室の現状

(1) 放課後子ども教室【補充学習型】
（ステップアップ学習会）

実施校
平均実
施日数

登録者
数

参加率

40校 17.6日 2,065名 41.2％

実施校
延べ

実施日数
延べ

参加者数

3校 61日 1,241名

(2)放課後子ども教室【体験型】 (3) 夏休み子ども教室

平日の放課後に小学校の余裕
教室等を利用し，学習意欲の向
上と学習習慣の定着を目的に実
施。

平日の放課後に，民間団体や
高校等の地域資源と連携して体
験型のイベントを実施。

夏休み期間に，小学校の余裕
教室や公共施設等を利用し，子
どもの知的好奇心を引き出すこ
とを目的に体験学習講座を実施。

講座数
延べ

受講者数

58講座 955名

＜令和5年度実績＞ ＜令和5年度実績＞ ＜令和5年度実績＞

3-3 安全・安心な居場所づくり「子どもの居場所」
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児童の過ごし方（イメージ）

毎日利用できる
居場所が欲しい

・小4～6の居場所
・週1回ではない居場所

（ステップアップ学習会に関する保護者アンケートより）

学校で宿題まで
やってきて欲しい

・放課後1～2時間くらい
学習できる場所

遊び場がない

・自由に思い切り遊べる
場が行動範囲にない

背景

余裕教室や特別教
室では，スタッフ
のゆるやかな見守
りのなか，読書や
宿題，工作，学校
にあるゲーム等を
して過ごす

体育館等で，学
校の備品等を利
用し，体験型プ
ログラムを行う

放課後子ども教室【居場所型】（新規）

小学校の余裕教室や特別教室等を利用し，スタッフのゆるやかな見守りのなか，平日放課後に全ての
子どもが自分らしく過ごせる安全・安心な居場所を整備。
令和６年度にモデル校で実施し，今後6年間で，全校での実施を図る。

3-3 安全・安心な居場所づくり「子どもの居場所」
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4-1 家庭・地域とともに 「コミュニティ・スクールの活性化」

出典：文部科学省「これからの学校と地域」より

＜柏市の取組状況＞
令和元年度：コミュニティ・スクールの取組みを開始

５年度：全小中学校に学校運営協議会を設置完了
⇒ 全小中学校がコミュニティ・スクールへ

～参考（公立学校の導入率，R5.5時点）～
全国平均52.3％，千葉県平均33.1％

＜今後の方向性＞
「全小中学校設置」という目標を達成，

これからは「地域学校協働活動の充実」へ
・地域学校協働活動推進員の配置，拡充
・研修等を通じた好事例の横展開
・学校 ⇔ 地域の相互貢献

柏市のコミュニティ・スクールの主な目的

① 子どもたちの豊かな学びのために
地域の方の力を学校教育に取り入れたい
⇒ 「学びをつなぐ」

「小中一貫教育の推進」
② 地域に学校を核とした世代間のつながり

をつくりたい
⇒ 「家庭・地域とともに」

③ 教職員が「子どもたちと向き合う時間」
を確保したい
⇒ 「生き生きと働き 学び続ける教職員」

「子どもと向き合う時間の確保」
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市立柏高等学校アンケートより（令和6年5月市立柏高等学校教職員対象に実施）

１ 市立柏高校の生徒の最もよいと
ころを１つ選択してください

２ 市立柏高校の生徒の課題を１つ
選択してください

３ 今後，最も充実させるべき教育活動を
１つ選択してください。

4-2 家庭・地域とともに 「市立柏高等学校の魅力化」
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国際理解教育・異文化理解教育（令和5年実施）

4-2 家庭・地域とともに 「市立柏高等学校の魅力化」

■トーランス北高校との相互訪問や姉妹校とのオンライン交流を実施
■ホームステイを含む語学研修の実施（令和5年度 54名）
■国際教養クラスでのイングリッシュ・キャンプの実施

トーランス北高校との交流

中国承徳高校とのZoom交流
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インターンシップ活動の様子（令和5年度実施）

4-2 家庭・地域とともに 「市立柏高等学校の魅力化」

増尾保育園 市立柏病院消防署

令和5年度インターンシップ（合計43名）

□消防 18人 □オークス 8人
□保育園 4人 □病院 12人
□介護施設 1人
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ソーシャルチェンジ（令和6年度実施）

4-2 家庭・地域とともに 「市立柏高等学校の魅力化」

副市長，教育長を招いて，柏市政に関するプレゼンテーションを実施
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5-2 生き生きと働き 学び続ける教職員 「教職員研修の充実」

体系的・計画的な研修体系の構築
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5-2 生き生きと働き 学び続ける教職員 「教職員研修の充実」
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5-2 生き生きと働き 学び続ける教職員 「教職員研修の充実」
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5-2 生き生きと働き 学び続ける教職員 「教職員研修の充実」

アクションプラン実践研修の実施

アクションプラン
のねらい

アクションプランの流れ

校内に広まってほしい姿

アクションプランの体系
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5-2 生き生きと働き 学び続ける教職員 「教職員研修の充実」

研修と実践との往還

校外での研修と
学校での実践の関係

研修の進め方のイメージ
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R5第1回

審議会

▶小学校児童数・中学校生徒数ともに
将来にわたり大幅に減少する見込み

6-1 学びを支える教育環境「将来を見据えた学校のあり方」
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R5第1回

審議会

出典：柏市人口ビジョン（令和5年10月）をもとに作成

6-1 学びを支える教育環境「将来を見据えた学校のあり方」
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中学校小学校

「現在」から「20年後」の学級数の変化

▶ 北部・中央部で増加が見込まれる一方，南部や東部で減少が見込まれる

10学級以上増加

4～9学級以上増加

4～9学級以上減少

10学級以上減少

【凡例】

R5第1回

審議会

6-1 学びを支える教育環境「将来を見据えた学校のあり方」
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新しい

時代の学び
生活
空間

環境
配慮

避難所
対応

「個別最適な学び」
「協働的な学び」の充実

「主体的・対話的で深い学び」の実現

柏市役所ゼロカーボンアクション
プランに基づく

環境に配慮した施設づくり

健やかな学習環境，
快適な生活空間を確保する

空調設備の設置

大地震や昨今の豪雨に対応する
避難所機能の強化

地域との

共創

地域や社会と連携・協
働した共創空間

他の公共施設等との複
合化・共用化

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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時代に求められる学校施設
多目的な学び，創造的な空間

読書・情報の組み合わせ
ラーニング・コモンズ

憩いの場，居場所としての空間 地域コミュニティの拠点

省エネ，太陽光パネル災害時の避難所

出典：文科省「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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柏市における新しい時代の学び【現状】

令和２年度から１人１台端末のGIGAスクールを開始 令和元年度から実施している校舎長寿命化改良工事において，
三面ホワイトボード，廊下側を可動式間仕切り壁として開放でき
る教室を整備

【GIGAスクール】 【三面ホワイトボード】

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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環境配慮

柏市役所ゼロカーボンアクションプランにおいて，照明のLED 化，太陽光発電設備の設置，ZEB（ゼブ）の推進

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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環境配慮

ｚｅｂ度

低

ｚｅｂ度

高

現行の長寿命化（低炭素化指針反映）

Nearly ZEB(創エネ25%)には，発電場所（校舎屋上）が狭いことから，
ZEB Ready（省エネ50%）を目指す。

校舎長寿命化において，「ZEB Ready」を取得

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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避難所対応

▶長寿命化改良工事・新増築に伴う太陽光設置

▶屋内運動場非常用電源の接続口の設置

▶体育館空調設備 自立型空調設備

▶マンホールトイレなどの対応

例：柏第四中学校校舎長寿命化改良工事 ５０KW
太陽光発電での電流をコンセント用に変換
コンセント３口×３箇所 総4.5ＫＷ

移動式の発電機を外部接続口に接続することにより
コンセント3箇所 総６ＫＷ

下水道区域においては，プールの水などを利用して，
外部にマンホールトイレを設置

災害時にも空調及び照明を使用できるよう，自立型空
調設備を設置

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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空調設備

【普通教室・特別教室】
平成２９年度に普通教室にリースで設置，
平成３０年度に一部を除く特別教室へ設置。

【屋内運動場】
令和６年度に中学校屋内運動場，
令和７年度に小学体屋内運動場設置予定。

【給食室】
学校給食室についても，令和６・７年度にリースに
より設置予定。

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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時代の変化に合わせた施設の活用

【参考】東京学芸大学附属竹早小中学校 SUGOI部屋

▶前面ホワイトボードかつ全面投影できるプロジェクターの導入
▶可動・収納できる机やイスにより，いろいろな授業ができる教室
▶360°カメラと集音マイク・スピーカーの設置により，当該教室が
市内の学校や地方の学校，海外の学校をつなぐ教室となる。

【既存コンピューター室の活用
（東京学芸大学附属竹早小中学校での事例）】

可動式の机やイス

座りながらの授業

いろいろな利用が可能

海外や農家

ともつながる

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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子どもたちの日常動線となる中央階段、2階昇降口に面した位置に図書館

（ラーニングセンター）を配置し、身近に本に触れることのできる環境。

書架・閲覧コーナーは間仕切りを設けず、一体的な利用が可能。

【身近に本に触れられる環境（田中北小学校での事例） 】

子どもたちの好きな場所

であり、学校の魅力の一

つでもある図書室を子ど

もたちや地域の方が利用

しやすいよう、近くに昇

降口や地域交流エリアを

配置するなど工夫した。

【子どもや地域が利用しやすい図書室（土小学校での事例）】

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」
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校舎内の廊下に７か所の小さな居場所「DEN」があり、各場所で色やベン

チの形状が異なる。休憩時間にちょっと座って、一人で休んだり、友達と

おしゃべりしたりすることができる。

廊下にあるDEN廊下の柱の横のくぼみ部分がベンチ

【子どもの憩いのスペース（田中北小学校での事例）】

6-2 学びを支える教育環境「新しい時代の学びを実現する学校施設の整備」

【公共施設との複合化イメージ】

他の公共施設（図書館等）との複合化・共用化を図り，多様な「知」が集

積し新しい価値を生み出す施設として整備することで，児童生徒や地域住

民にとって多様な学習環境を創出するとともに，施設の有効活用を図る。

出典：令和4年3月文科省「新しい次第の学びを実現する学校施設の在り方について

（最終報告）」
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文科省：令和５年５月公表学校施設の教育環境向上を図る改修等に関する課題解決事例集より抜粋

校舎長寿命化改良工事概要（土小学校）

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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文科省：令和５年５月公表学校施設の教育環境向上を図る改修等に関する課題解決事例集より抜粋

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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文科省：令和５年５月公表学校施設の教育環境向上を図る改修等に関する課題解決事例集より抜粋

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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文科省：令和５年５月公表学校施設の教育環境向上を図る改修等に関する課題解決事例集より抜粋

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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長寿命化改良工事（屋内運動場）実績

屋内運動場長寿命化改良工事については，柏市学校施設個別施設計画
策定前から先行して改修工事を進めている。
令和５年度までで，小学校11校，中学校で7校実施している。
既存施設を活用し，多目的トイレの設置など，必要最小限の増築に留

めている。

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」

小学校 中学校・高等学校

H28 富勢小 H28 柏ニ中

H29 酒井根小 H29 南部中

H30
光ケ丘小，高田小，
大津一小

R1 酒井根中

R1 風早北小，柏二小 R2 田中中

R2 旭小 R3 土中

R3 名戸ケ谷小 R4 富勢中

R4 酒井根東小 R5 松葉中

R5 豊小 R7予定 大津ケ丘中

R6予定 松葉二小，柏七小 ※柏四中は校舎長寿命化の兼合いで
調整中

※田中小，手賀西小は過去に
屋根・外壁工事実施済み

長寿命化改良工事（校舎）実績

校舎長寿命化改良工事については，柏市学校施設個別施設計画策定
後，土小学校から改修工事を実施している。
学校を運営しながら改修や長期休業期間を利用した計画では工期や

工事内容の制限があり，全面的な改修を行うことが困難であったため，
仮設校舎を設置し実施している。
当該改修工事の際は，主体的・対話的で深い学びを促す教室空間と

して，三面ホワイトボードや間仕切りの改修，バリアフリー対応とし
て，エレベーターや渡り廊下の設置などを実施している。

学校名 実施年度

土小 R1～R2

田中小
R4～R5
（R2～R3に建替工事を実施）

西原小 R5～R7

柏四中 R6～R7

高田小 R6設計中
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屋内運動場長寿命化改良工事概要 外部改修工事

１屋根改修（カバー工法） ２外壁改修・外部開口の更新

断熱材

改修前

改修後

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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３床，壁など内装改修 ４多目的トイレの設置 ５照明器具ＬＥＤ化

改修前

改修後

断熱材

床改修 内壁改修

多目的トイレ

屋内運動場長寿命化改良工事概要 内部改修工事

6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」
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6-3 学びを支える教育環境「安全・安心な学校施設の充実」

田中小学校 建替え校舎（令和4年度）

柏の葉小学校 増築校舎（令和4年度）
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自校方式調理場の老朽化

本市では，昭和３９年から学校給食を開始しているため，
施設の老朽化が進行。特に，給食開始が早かった小学校では，
築３０年以上経過した施設は全体の約７７％，さらに築４０
年以上経過した施設は全体の約４６％を占めており，老朽化
した施設及び設備の大規模な改修工事が必要になっている。

給食施設の経過年数（単位：校）

学校給食衛生管理基準への適合

学校給食における衛生管理を徹底するため，施設や設備，
調理等に関する基準「学校給食衛生管理基準」が定められて
いるが，多くの調理場は，現在の学校給食衛生管理基準の制
定より前に建築した施設であり，この基準を満たしていない。
現在は，作業方法の工夫等によって適切な管理に努めており，
調理作業の負担が大きくなっている。

学校給食衛生管理基準への適合状況（自校方式）

１．汚染作業区域と非汚染作業区域が部屋単位で区分
されている。
➡１９校／５２校（３７％）

２．ドライシステムが導入されている。
➡１８校／５２校（３４％）

３．エアコンがあり，調理室等の温度や湿度が適切に
管理されている。
➡８校／５２校（１５％）

４ 下処理用のシンクが３槽式構造になっている。
➡４２校／５２校（８１％）

6-4 学びを支える教育環境「心身の健康を支える給食の提供」

出典：令和6年3月「柏市学校給食将来構想改訂版」より 出典：令和6年3月「柏市学校給食将来構想改訂版」より
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6-4 学びを支える教育環境「心身の健康を支える給食の提供」

【自校方式とセンター方式の調理内容の比較】 【施設の改修や更新時の配送イメージ】

出典：令和6年3月「柏市学校給食将来構想改訂版」より 出典：令和6年3月「柏市学校給食将来構想改訂版」より

「柏市学校給食施設整備計画」を踏まえ，臨時的な給食提供
にも対応可能な学校給食センターの整備を最優先で進めると
ともに，自校方式調理場については，施設の改修や更新時に
学校給食センターから給食を提供する体制を確保
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柏市学校における食育方針

基本理念

食の大切さを学び，生きる力と豊かな人間性を育む

学校給食は「生きた教材」と言われるように，各教科等の食に関する指導（授業）
や行事等に関連付けた献立を提供することで，学習内容等に対する興味や関心，理
解がより深まるなど，教育的効果を高めることができるため，「＋給食」を合言葉
に食育を推進していく。

基本目標

食べる力を育む 豊かな心を育む 郷土愛を育む

健康な心身を育むためには，
規則正しい生活と望ましい食
習慣が不可欠であるため，適
正体重の理解，成長期に必要
な栄養や正しい食事のとり方
など，健全な食生活の実践に
向けた取組を推進する。

望ましい食習慣の形成ととも
に，五感で感じる学びを通し
て他人を思いやる心，感動す
る心等の豊かな人間性を育む
ため，共食の楽しさや大切さ，
食事の作法やマナー，食料の
生産から消費までの「食」の
循環についての理解を深める
取組を推進する。

日本の食文化を守り伝えてい
くため，郷土料理や行事食の
提供に努める。また，地場産
物の良さを知り，味わうこと
を通して，地域への興味・関
心を高め，愛着と誇りを育て
る取組を推進する。

6-4 学びを支える教育環境「心身の健康を支える給食の提供」

出典：令和6年3月「柏市学校における食育方針」より

見える調理場イメージ


